
外
国
人
労
働
者
の
就
労
は
派
遣
や

請
負
の
就
労
形
態
が
多
く
、
不
安
定

な
雇
用
や
社
会
保
険
未
加
入
の
方
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
専

門
的
な
知
識
や
技
術
を
も
つ
外
国
人

（
い
わ
ゆ
る
「
高
度
外
国
人
材
」
）

の
就
業
促
進
は
、
企
業
側
の
受
け
入

れ
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
な
ど
の
理

由
で
、
不
十
分
な
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
厚
生
労
働
省
は
、
毎
年

六
月
を
「
外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発

月
間
」
と
し
て
、
事
業
主
団
体
な
ど

の
協
力
の
も
と
、
労
働
条
件
な
ど
ル
ー

ル
に
則
っ
た
外
国
人
雇
用
や
高
度
外

国
人
材
の
就
職
促
進
に
つ
い
て
、
事

業
主
や
国
民
を
対
象
と
し
た
集
中
的

な
周
知
・
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。平

成
三
十
年
六
月
六
日
（
金
）
か

ら
六
月
三
十
0
日
（
土
）
ま
で
の
一

か
月
間

①

ポ
ス
タ
ー
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
作
成
・
配
布

②

事
業
主
団
体
な
ど
を
通
じ
た

周
知
・
啓
発
、
協
力
要
請

③

個
々
の
事
業
主
な
ど
に
対
す

る
周
知
・
啓
発
、
指
導

④

技
能
実
習
生
受
入
れ
事
業
主

な
ど
へ
の
周
知
・
啓
発
、
指
導

⑤

各
種
会
合
に
お
け
る
事
業
主

な
ど
に
対
す
る
周
知
・
啓
発
な
ど

の
実
施

⑥

留
学
生
を
は
じ
め
と
す
る

「
専
門
的
・
技
術
的
分
野
」
の
外

国
人
の
就
職
支
援
の
実
施

⑦

労
働
条
件
等
の
相
談
窓
口
の

周
知

今
年
四
月
二
十
日
に
、
居
眠
り

運
転
に
起
因
す
る
事
故
を
防
止
を

強
化
す
る
た
め
に
、
『
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
運
輸
規
則
』
及
び

『
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安

全
規
則
』
の
改
正
が
公
布
さ
れ
、

六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
は
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・

ト
ラ
ッ
ク
事
業
に
つ
い
て
、
運
転

者
の
睡
眠
不
足
に
よ
る
事
故
の
防

止
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
睡
眠

不
足
の
乗
務
員
を
乗
務
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
等
を
明
確
化
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
改
正
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
す
。

改
正
の
概
要

①
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規

則
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸

送
安
全
規
則
の
一
部
改
正

・
事
業
者
が
乗
務
員
を
乗
務
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
事
由
等
と
し
て
、

睡
眠
不
足
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

・
事
業
者
が
乗
務
員
の
乗
務
前
等

に
行
う
点
呼
に
お
い
て
、
報
告
を

求
め
、
確
認
を
行
う
事
項
と
し
て
、

睡
眠
不
足
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の

有
無
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

・
運
転
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
と

し
て
、
睡
眠
不
足
に
よ
り
安
全
な

運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
等

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
を
事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

②
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸

規
則
の
解
釈
及
び
運
用
に
つ
い
て
」

及
び
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸

送
安
全
規
則
の
解
釈
及
び
運
用
に

つ
い
て
」
の
一
部
改
正

・
点
呼
時
の
記
録
事
項
と
し
て
、

睡
眠
不
足
の
状
況
が
追
加
さ
れ
ま

し
た
。

【
改
正
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
】

Ｑ
１
）
睡
眠
不
足
か
ど
う
か
の

確
認
は
、
睡
眠
時
間
を
尋
ね
る
と

い
う
こ
と
で
す
か
。

Ａ
１
）
『
睡
眠
不
足
に
よ
っ
て

安
全
に
運
転
で
き
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
か
ど
う
か
』
の
判
断
材
料
の

一
つ
に
睡
眠
時
間
を
尋
ね
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。

Ｑ
２
）
睡
眠
不
足
の
状
況
は
、

ど
の
よ
う
に
点
呼
簿
に
記
録
す
る

の
で
す
か
。

Ａ
２
）
点
呼
簿
の
記
録
方
法
は

定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

疾
病
・
疲
労
等
の
状
況
と
睡
眠
不

足
の
状
況
を
一
つ
の
確
認
欄
に
し

て
、
い
ず
れ
も
問
題
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
結
果
の
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー

ク
や
○
×
（
マ
ル
バ
ツ
）
印
を
付

け
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
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「
外
国
人
雇
用
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
適
正
に
～
外
国
人
が
能
力

を
発
揮
で
き
る
適
切
な
人
事
管
理
と
就
労
環
境
を
！
～
」

今
年
の
標
語

実
施
期
間

主
な
内
容



ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
平
成
二

十
八
年
三
月
一
日
か
ら
、
一
定
の

労
働
関
係
法
令
違
反
が
あ
っ
た
事

業
所
の
新
卒
求
人
を
一
定
期
間
受

け
付
け
な
い
「
求
人
不
受
理
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。

労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働
関
係

法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
是
正
勧

告
を
受
け
た
り
、
公
表
さ
れ
た
り

し
た
場
合
に
、
新
卒
者
等
（
別
表

１
参
照
）
を
条
件
と
し
た
求
人
が

不
受
理
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

不
受
理
期
間
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
二

通
り
が
あ
り
ま
す
。
「
労
働
基
準

法
と
最
低
賃
金
法
に
関
す
る
規
定
」

と
「
職
業
安
定
法
、
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
及
び
育
児
介
護
休
業
法

に
関
す
る
規
定
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

違
反
法
令
と
程
度
、
内
容
に
よ
っ

て
不
受
理
期
間
Ａ
ま
た
は
Ｂ
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
別
表
2
参

照
）

【
不
受
理
期
間
Ａ
】

不
受
理
期
間
Ａ
は
、
法
違
反
が

是
正
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
加
え
、

是
正
後
六
カ
月
経
過
す
る
ま
で
の

期
間
と
な
り
ま
す
。

【
不
受
理
期
間
Ｂ
】

不
受
理
期
間
Ｂ
は
、
送
検
さ
れ
た

日
か
ら
一
年
経
過
す
る
ま
で
の
期

間
（
た
だ
し
、
是
正
後
六
カ
月
経

過
す
る
ま
で
は
、
不
受
理
期
間
を

延
長
）
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
不
受
理
期
間
Ｂ
に
は
特

例
が
あ
り
ま
す
。

不
受
理
の
対
象
と
な
る
規
定
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

一
．
過
重
労
働
の
制
限
な
ど
に
対

す
る
規
定

長
時
間
労
働
や
賃
金
不
払
い
残

業
な
ど
に
関
す
る
法
違
反
が
対
象

※

労
働
基
準
法
、
最
低
賃
金

法
の
該
当
条
項

二
．
仕
事
と
育
児
等
の
両
立
等
に

関
す
る
規
定

仕
事
と
育
児
等
の
両
立
等
を
理

由
と
し
た
不
適
切
な
取
扱
い
が
な

さ
れ
た
場
合
が
対
象

※

労
働
基
準
法
、
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
、
育
児
・
介
護
休
業

法
の
該
当
条
項

三
．
そ
の
他
、
青
少
年
に
固
有
の

事
情
を
背
景
と
す
る
課
題
に
関
す

る
規
定

労
働
者
の
募
集
及
び
求
人
の
申

込
み
、
労
働
契
約
締
結
時
の
労
働

条
件
の
明
示
規
定
が
対
象

※

労
働
基
準
法
、
職
業
安
定

法
の
該
当
条
項

な
お
、
職
業
紹
介
事
業
者
（
大

学
や
特
定
地
方
公
共
団
体
な
ど
を

含
み
ま
す
。
）
に
対
し
て
も
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
準
じ
た
不
受
理
の

取
組
み
の
指

針
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

一
日
（
～
七
月
十
日
）

○
労
働
保
険
の
今
年
度
の
概
算
保

険
料
の
申
告
と
昨
年
度
分
の
確
定

保
険
料
の
申
告
書
の
提
出

［
都
道
府
県
労
働
局
ま
た
は
労
働

基
準
監
督
署
］

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

七
月
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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就
労
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
、

働
く
高
齢
者
の
年
金
減
額
幅
を
縮

小
す
る
方
向
で
検
討
に
入
っ
た
、

と
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

一
方
で
は
、
支
給
開
始
年
齢
の

引
上
げ
や
高
所
得
者
の
基
礎
年
金

国
庫
負
担
相
当
分
の
給
付
停
止
が

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

六
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

不
受
理
と
な
る
対
象

不
受
理
の
期
間

求
人
不
受
理
の
対
象
と
な
る
規
定

１．労働基準法と最低賃金法に関する規定

別表1

別表2

２．職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定

新卒者等の範囲

① 学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設に

在学する者で、卒業することが見込まれる者

② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者 で、

修了することが見込まれる者

③ 上記新卒求人に応募できる①、②の卒業者及び修了者

不受理となる対象

（１）１年間に２回以上同一条項の違反について是正勧告を受け

ている場合

（２）違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された

場合

（３）対象条項違反により送検され、公表された場合

不受理期間

不受理となる対象

（１）法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

不受理期間

A

A

B

A


